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１ 委託業務名称 

  ボートレース尼崎 映像関係資産に係る更新等業務委託 

 

２ 契約期間 

  更新業務委託は令和８年６月１日から令和９年５月31日までとする。その後、運用・保守業務委託は

契約の解除理由に該当しない限り、令和９年６月以降、令和13年度末まで毎年度ごとに更新する。 

 

３ 施設の概要 

項 目 該 当 事 項 

敷地の場所 尼崎市水明町199-1 

事業用地全体面積 約12,300㎡ 

用途地域 東側道路境界線から西に向かって30ｍまでは第2種住居地域、 

30ｍ以降は第１種住居地域 

高度地区 第3種高度地区（高さの最高限度：なし） 

敷地等と道路との関係 西側：大庄中部第119号線 東側：道意線 

容積率・建ぺい率 200％・60％ 

高さ制限 

道路斜線 勾配：1：1.25（適用距離20m） 

隣地斜線 20m+1：1.25 

北側斜線 10m+1：1.25 20m+1：0.6（建築基準法上ではなく高度地区による指定） 

日影規制 日影規制4-2.5h／測定面の高さ4m 

防火地域・準防火地域 準防火地域に指定 

建築基準法 建築基準法第48条ただし書きによる特例許可敷地 

都市公園法 敷地内全域都市計画公園（水明公園） 

 

図1 敷地案内図 
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４ 委託業務の内容（詳細は提案仕様書に記載） 

 ⑴ 映像関係資産の更新 

① 更新する資産の範囲 

    映像制作・配信システム、大型映像装置、場内映像装置（個別実況・オッズ等表示装置モニタ、

デジタルサイネージ、残席表示システム） 

② 更新に含まれる項目 

    映像関係資産設置に係る工事、映像関係資産の据付調整、トータリゼータシステム・ＪＬＣ及び

ホームページ動画への映像配信関連システムとの接続・連携・配線・調整、その他映像関係資産

に関連して導入する機器の設置に係る工事、据付調整、並びに不要となる映像関係資産の撤去・

廃棄処分 

 ⑵ 更新後の映像関係資産の運用・保守 

  ① 映像関係資産の運用に含まれる項目 

    尼崎市・伊丹市が主催するモーターボート競走開催日及び場外専売日において提案する映像関係

資産を使用し中継映像やオッズ映像などの放送業務を行う。詳細は提案仕様書を参照のこと。 

  ② 映像関係資産の保守に含まれる項目 

    尼崎市・伊丹市が主催するモーターボート競走開催日及び場外専売日において、円滑な放送業務

を行うため、映像関係資産に対する常駐保守、緊急保守、始業点検、前日点検を行う。詳細は提案

仕様書を参照のこと。 

 

５ 提案上限額（令和９年度映像関係資産経費）について 

  1,894,393,000円（税込）以下とする。 

 

６ 事業者の募集について 

  事業者は、７⑵の条件を満たす事業者を対象とした公募・選考により決定する。 

  募集は、尼崎市及び伊丹市の公式ホームページに掲載することにより公告する。 

 

７ 公募概要 

⑴ スケジュール 

① 募集要領及び仕様書の配布             令和８年２月10日（火）～２月24日（火） 

② 応募申請書受付                  令和８年２月10日（火）～２月24日（火） 

③ 質問受付期間                   令和８年２月10日（火）～３月23日（月） 

④ 現地説明会                    令和８年３月 6日（金）・3月12日（木） 

⑤ 質問回答日                    令和８年３月31日（火） 

⑥ 企画提案書の受付                 令和８年４月14日（火）～４月30日（木） 

⑦ プレゼンテーション及び契約予定事業者の選定    令和８年５月11日（月） 

⑧ 提案内容に対する協議及び調整           令和８年５月12日（火）～５月28日（木） 

⑨ 契約締結日                    令和８年６月 1 日（月） 

 ⑵ 応募資格 

① 資格要件（応募時においてそれぞれ満たしていること） 

ア 単独事業者又は複数の事業者により構成された共同事業体。なお、共同事業体で参加する場
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合は代表の事業者１者を定め、責任の所在を明確にすること。 

イ 映像制作・配信システムについて、国内公営競技場において導入実績があること。 

ウ 運用保守業務について、国内公営競技場において運用保守業務実績があること。 

エ 本業務を一括再委託しないものであること（ただし、業務の一部を再委託する場合についてあ

らかじめ尼崎市及び伊丹市の承諾を得たときはこの限りではない）。 

  ② 応募者の制限 

    次の事項に該当する事業者は応募できない。なお、契約締結日までの間に応募者が該当すること

が判明した場合又は新たに該当することとなった場合、その時点で当該応募者を失格とする。また、

契約締結後にそれらが明らかになった場合、即時契約を解除し、事業者はそれにより尼崎市及び伊

丹市が被った損害の責を負うものとする。 

   ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者。 

イ 尼崎市及び伊丹市から入札参加停止の措置を受けている者。 

ウ 経営不振の状態（破産手続、会社更生手続、その他類似の手続きが開始されたとき又は手形

取引停止処分がなされたとき）にある者。 

   エ 暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成25年条例第13号）第２条第２号または伊丹市暴力団排

除条例（平成24年伊丹市条例第４号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）または暴力団員

（尼崎市暴力団排除条例第２条第３号または伊丹市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴

力団員をいう。）若しくは暴力団密接関係者（尼崎市暴力団条例第２条第４号または伊丹市暴力団

排除条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）に該当しないこと。なお、応募事業

者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、警察署長へ意見を聴くこ

とに同意すること。 

   オ 公租公課を滞納している者。 

 

８ 応募手続 

選考の参加を希望する者は、次の期間中に次に掲げる申請書類を提出（別添の様式を使用）すること。 

 ⑴ 応募用紙の提出期限等 

① 提出期間 

  令和８年２月10日（火）～令和８年２月24日（火） 

各日とも午前９時 ～ 午後５時30分まで  ※ 郵送不可、持参のみ 

② 提出先 

  尼崎市公営企業局ボートレース事業部開催運営課または伊丹市ボートレース事業局事業課 

 ⑵ 提出書類 

① 「ボートレース尼崎 映像関係資産に係る更新等業務委託 プロポーザル応募申請書」（様式１） 

②「事業者情報カード」（様式２） 

③「応募参加者の代表法人及び構成法人一覧表」（様式２－２）※ 共同事業体で参加する場合 

 ※ 上記書類を持参時に提案指示書基礎資料（施設平面図面等）を手交する。 

 ⑶ 参加申し込みの辞退について 

   応募申請書提出後に辞退する場合、別添の「辞退届」（様式４）を速やかに提出すること。 

 

９ 現地説明会 

⑴ 開催日時（下記のうちいずれか１日） 
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① 令和８年３月 ６日（金） 午前１０時から午後４時（予定） 

② 令和８年３月12日（木） 午前１０時から午後４時（予定） 

⑵ 見学場所 

メインスタンド内：１・２・３・５・６・７階 

外構エリア：屋外ステージ、１マーク副審棟、正門棟、競走場水面大型映像装置、大時計カメラ 

競技エリア：競技本部、本番選手控室、ピット、 

   ※ 現地説明会の参加を希望する場合、令和８年３月２日（月）までに尼崎市公営企業局ボートレース

事業部開催運営課または伊丹市ボートレース事業局事業課の担当者に電話連絡を行うこと。 

 

10 質問の受付及び回答 

  提案依頼書及び提案仕様書並びに現地説明会についての質疑は、「質問票」（様式３）に記入しメール

またはFAXにて送信すること。※ 電話や訪問等、質問票以外の方法による質疑は受け付けない。 

 ⑴ 受付期限  令和８年３月23日（月）午後５時30分 ※ これ以降の質疑は受け付けない。 

⑶ 質疑回答  令和８年３月31日（火）までにメールで回答する。 

 

11 企画提案書の提出 

 ⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書 

   ア 映像関係資産提案書（業務フロー図、放送スケジュール案、その他仕様書に基づいた提案） 

   イ 場内映像設備設置図及び導線明示図 

   ウ 大型映像装置更新業務内容提案書 

   エ 映像関係資産機器明細書 

 オ 運用保守業務提案書 

 カ 映像関係資産設置工程表 

 キ 図面等その他添付資料 

※ 用紙はＡ４サイズ（様式・ページ数は問わない）とし、両面使用を徹底すること。記載内容につ

いては提案仕様書を参照のこと。 

② 見積書 

ア 映像関係資産見積書（設置に関するものと撤去に関するものをそれぞれ作成すること） 

   イ 運用保守業務見積書（令和９年６月１日～令和10年３月31日までのもの） 

※ 提案上限額を超えるものは受け付けない。 

※ 提案仕様書に基づく業務に係る費用について、項目別に内訳を詳細に明記（書式は自由）するこ

と。見積書記載の宛名は「尼崎市公営企業管理者」及び「伊丹市モーターボート競走事業管理者」

とし、事業者名および代表者職名を記載のうえ押印すること。また、見積金額は消費税相当額を含

めた金額とすること。 

※ 令和10年度以降の運用保守に係る費用のシミュレーションを令和14年３月末まで年度単位で作

成し、あわせて提出すること。（様式は問わない）。 

  ③ 会社概要、関連事業実績、会社の財務状況を示す次の書面 

   ア 法人等の定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書（参加申込日前３か月以内に取得したもの）

又はこれに準ずる書類 
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   イ 法人等の決算関係書類（直近１年分の事業報告、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書）又

はこれに準ずる書類 

   ウ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要がわかるもの 

   エ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書（直近1年分） 

   オ 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

カ 国内公営競技場における映像制作・配信システムの導入や運用保守業務の実績を記載した書

類（原則として導入・運用保守業務とも過去５年間を対象として記載のこと） 

 ⑵ 提出先 

   尼崎市公営企業局ボートレース事業部開催運営課または伊丹市ボートレース事業局事業課 

   〒660-0082 尼崎市水明町199番地の１ 

   電話：06-6419-3181   FAX：06-6419-0028 

mail：ama-boat-kaisaiunei@city.amagasaki.hyogo.jp 

b-jigyo@city.itami.lg.jp 

 ⑶ 提出方法 

   持参に限る（電話予約が必要） 

   令和８年４月14日（火）～４月30日（木） 各日とも午前９時から午後５時30分まで 

⑷ 提出部数 

   上記①・②・③ともに各10部 ただし、見積書及び登記事項証明書並びに法人税等納税証明書は、

１部を原本とし残り９部は写しで差支えない。また、上記①は記録媒体も併せて提出すること。 

 

12 審査・選定方法について 

 ⑴ 審査は応募資格を満たしている事業者の提案書類に基づくプレゼンテーション審査により行い、最

も得点の高かった事業者を契約予定者として選定する。 

① プレゼンテーション審査の日時 

    令和８年５月11日（月）  時間については、参加事業者に対し別途連絡する。 

  ② 場所 

    ボートレース尼崎スタンド７階会議室１ 

  ③ プレゼンテーション方法 

    企画提案書等に基づき事業者がその内容や期待できる効果等について説明した後、評価者の質疑

に回答する。（１事業者１時間程度を予定） 

 ⑵ 選考のポイント 

   以下の視点を中心に、総合的に評価する。 

評価項目 評価の視点 

実績 ・公営競技における導入実績について 

mailto:ama-boat-kaisaiunei@city.amagasaki.hyogo.jp
mailto:b-jigyo@city.itami.lg.jp
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映像制作・配信 

運用・保守 

映像関係資産更新 

提案仕様書 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ‐1・2参照 

・映像内容はわかりやすい構成かつ、迫力のある実況映像であるか 

・舟券購入の参考となる映像展開となっているか 

・映像制作・配信システム構成は安定した運用が可能であるかどうか 

・制作した映像の編集が容易であるかどうか 

・経済的で効率的な屋外イベント用中継機器かどうか 

・不測の事態におけるバックアップ体制が十分であるかどうか 

・業務スケジュールや保守体制についての評価 

・緊急時の対応についての評価 

・独自提案についての評価 

個別実況・オッズ等

表示装置モニタ 

デジタルサイネージ

残席表示システム 

提案仕様書 Ⅲ‐3参照 

・告知宣伝効果が最大限見込まれる手法や仕組みに基づいた提案となっ

ているか 

・経済的で効率性のある設置基準の台数であるかどうか 

・不測の事態におけるバックアップ体制が十分であるかどうか 

大型映像装置更新 

提案仕様書 Ⅳ参照 

・来場者にとってこれまで以上に舟券購入の参考になる映像配信となる

ような仕様向上、創意工夫があるか 

・維持管理面を考慮した耐久性、メンテナンス性があるか 

・ソフト運用面を考慮したハード構成の柔軟性はあるか 

・不測の事態におけるバックアップ体制が十分であるかどうか 

価 格 ・提案内容に基づいた見積金額の評価 

 ⑶ 結果の通知 

   選考終了後、直ちに架電にて契約予定事業者に通知するとともに、応募事業者に書面（郵送）にて

通知する。 

   契約予定事業者宛て架電予定日  令和８年５月11日（月） 

   応募事業者宛て書面発送予定日  令和８年５月12日（火） 

 

13 その他 

 ⑴ 本業務は、尼崎市・伊丹市の令和８年度予算が成立した時点で有効となるため、いずれかの市の予

算が不成立の場合は実施しない。またこれに伴い、事業者において損害が生じた場合、その損害につ

いて負担しないため、留意すること。 

 ⑵ 提出された企画提案書等の返却は行わず、提出された企画提案書等の制作に係る経費は、全額応募

事業者が負担するものとする。また、提出された企画提案書等は、尼崎市及び伊丹市情報公開条例に

基づき開示する場合がある。 

⑶ 当該業務委託により制作される成果物の著作権等一切の権利は、委託者に帰属するものとする。 

 ⑷ 本市から提示する提案指示書基礎資料（施設平面図等）（以下「基礎資料」という）の取り扱いにつ

いては、原則として企画提案書作成に携わるもの以外の者が容易に閲覧できないように配慮するとと

もに、情報の漏洩が生じないよう厳重に管理すること。また、基礎資料は、プレゼンテーション時（令

和８年５月11日）に持参し、必ず返却すること。 

 ⑸ 本提案依頼書に定めのない事項または内容の変更の必要性若しくは疑義が生じた場合、速やかに委

託者と受託者の双方が協議して処理する。 
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 ⑹ その他、本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

 

14 問い合わせ先 

  尼崎市公営企業局ボートレース事業部開催運営課 【担当 ： 福島（ﾌｸｼﾏ）、井戸垣（ｲﾄﾞｶﾞｷ）】 

  伊丹市ボートレース事業局事業課 【担当 ： 今中（ｲﾏﾅｶ）、坂田（ｻｶﾀ）】 

  住 所  〒660-0082 兵庫県尼崎市水明町199-1 

  電 話  06-6419-3181 

  ＦＡＸ  06-6419-0028 

  メール  ama-boat-kaisaiunei@city.amagasaki.hyogo.jp 

  b-jigyo@city.itami.lg.jp 

 

以 上 

mailto:ama-boat-kaisaiunei@city.amagasaki.hyogo.jp
mailto:b-jigyo@city.itami.lg.jp
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【様式 １】 

 

ボートレース尼崎 映像関係資産に係る更新等業務委託 

プロポーザル応募申請書 
 

 

令和  年  月  日 

 

尼崎市公営企業管理者 あて 

伊丹市モーターボート競走事業管理者 あて 

 

 みだしの業務のプロポーザルに応募します。 

法人等の名称 
                       印 

 

（尼崎市入札参加登録番号            ） 

 （伊丹市入札参加登録番号            ） 

代 表 者 名                        ㊞ 

事務所の所在地  

※ 複数で共同して申請する場合は代表となる法人等を指定し、代表以外の構成法人等も応募用紙を提出してください。 

 

□ 本プロポーザルへの応募申請にあたり、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

記 

 

⑴ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者。 

⑵ 尼崎市及び伊丹市から入札参加停止の措置を受けている者。 

⑶ 破産法に基づく破産手続き開始の申し立て、会社更生法基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生

法に基づく再生手続き開始の申し立て、又は手形交換所の取引停止処分がなされている者。 

  ⑷ 暴力団（尼崎市暴力団排除条例第２条第２号または伊丹市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴

力団をいう。）または暴力団員（尼崎市暴力団排除条例第２条第３号または伊丹市暴力団排除条例第２条

第２号に規定する暴力団員をいう。）若しくは暴力団密接関係者（尼崎市暴力団条例第２条第４号または

伊丹市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）に該当する者。 

⑸ 公租公課を滞納している者。 

 

以 上 

 

連 絡 先 

担当者名  TEL  

部 署 名  FAX  

現地説明会参加人数 名 E-mail  
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【様式 ２】 

 

令和  年  月  日 

 

事 業 者 情 報 カ ー ド 

（フリガナ） 

名  称 

 

 

代 表 者  

所 在 地 

〒 

 

 

TEL:               FAX: 

設立年月 明治・大正・昭和・平成      年     月 設立 

従業員数 人 資 本 金 万円 

沿  革 

＜上場している場合、上場年月も含めて記載してください＞ 

主な業務内容  

競艇関連事業の

実績 
 

● グループでの応募の場合は構成法人毎に提出し、代表法人については明記してください。 
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【様式 ２－２】 

 

令和  年  月  日 

 

応募参加者の代表法人及び構成法人一覧表 

代 

表 

法 

人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

名 称 

 

 

代表者  

所在地 

〒 

 

TEL:               FAX: 

連絡先 
部 署 名  TEL/FAX  

担当者名  E-mail  

本事業に 

おける 

役割 ※ 

 

構 

成 

法 

人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

名 称 

 

 

代表者  

所在地 

〒 

 

TEL:               FAX: 

連絡先 
部 署 名  TEL/FAX  

担当者名  E-mail  

本事業に 

おける 

役割 ※ 

 

構 

成 

法 

人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

名 称 

 

 

代表者  

所在地 

〒 

 

TEL:               FAX: 

連絡先 
部 署 名  TEL/FAX  

担当者名 E-mail  

本事業に 

おける 

役割 ※ 

 

※ 法人等の概要を簡潔に記載し、本事業における役割を記載してください。一つの業務を複数の法人で分担する場合、その分担内

容も記載してください。 

● 構成法人の記入欄が足りない場合は、本様式に準じて追加してください。 
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【様式 ３】 

 

令和  年 月  日 

 

尼崎市公営企業管理者 あて 

伊丹市モーターボート競走事業管理者 あて 

 

質   問   票 

（フ リ ガ ナ） 

法人等の名称 

 

 

仕様書 

頁 
項  目 内      容 

   

連 絡 先 

部署名： 

担当者： 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 

※ 質問内容は、要点を簡潔に記載してください。 
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【様式 ４】 

 

令和  年 月  日 

 

尼崎市公営企業管理者 あて 

伊丹市モーターボート競走事業管理者 あて 

 

 

ボートレース尼崎 映像関係資産に係る更新等業務委託 

プロポーザル応募申請書 

辞  退  届 

 

 

 みだしの業務のプロポーザルの応募を辞退します。 

法人等の名称  

代 表 者 名                          ㊞ 

事務所の所在地  

 

 

 

 

 

連 絡 先 

担当者名  TEL  

部 署 名  FAX  

  E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 


